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1はじめに

1-1.背景
隣に高層マンションが建っていて日が差さない。

墓地が近くにあって夜怖い。

保育園、幼稚園が近くでうるさい。



NIMBY（ニンビー）

“Not In My Back Yard”（我が家の裏には御免）の略語で、

「施設の必要性は認めるが、自らの居住地域には建てないでくれ」と

主張する住人や、その態度を指す言葉である。



1-2.嫌われがち施設とは
衛生面と環境への影響から反対される施設

下水処理場、火葬場など

風紀や治安の悪化を理由に反対される施設

パチンコ・スロット店、ゲームセンターなど

その他の施設

ダムなど



火葬場は新設・改築・移転には当該地域の住民による反対運動が起
こりやすい。

住宅地から離れた場所に立地しようとするのが一般的だが、

日本の都市事情を考慮すると、必ずしもそのような場所に作れるとは
限らない。



1-3.研究の目的
各市町村の嫌われがち施設における

配置傾向の定量化する手法を提示する。

今回は火葬場を用いて神奈川県と長野県で行う。



2.問題への取り組み

2-1.手法の説明

1.市役所から端を基として
割合を求める。

2.市役所から火葬場までを
基にして求める



2-2.神奈川県の場合



市役所から端を１としたとき



市役所から火葬場を１としたとき



2-3.長野県の場合



市役所から端を１としたとき



市役所から火葬場を１としたとき



2-4.2県を比べてみて

各市町村において市役所から端までを１とした手法では割合が小さくなるのに対して
市役所から火葬場までを１とした手法では面積によって割合が変化してしまうことが分かった

市役所から端 市役所から火葬場



3.最後に
今後の課題として、今回は政令指定都市である横浜市や相模原市を
含めて考えてみたい。

また可住地域や人口密度のデータによって結果が変化するかたしか
めていきたい。


